
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３横第１２４号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１７日（土） １１時０４分ごろ 

発生場所 千葉県富浦湾 

 千葉県南房総市所在の富浦港西防波堤灯台から真方位３２２° 

１,８００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０３.２′ 東経１３９°４８.６′） 

事故等調査の経過  平成２５年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 
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ビー

. J
ジェイ

、１０トン 

 ２６０－３１８０７東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷プロペラ及び舵板に破損等 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、富浦湾を航行

中、平成２５年８月１７日１１時０４分ごろ南房総市富浦漁港北西方

沖の暗岩に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  海図Ｗ５５によれば、富浦漁港北西方沖には赤根などの浅所があ

り、暗岩が存在している。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

本船は、富浦湾を航行中、暗岩に乗り揚げたことから、損傷したも

のと考えられるが、船長から情報が得られなかったため、乗揚に至っ

た状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、富浦湾を航行中、暗岩に乗り揚げたため、発生

したものと考えられる。 

参考 

 

 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・予定航行経路の海域について、海図又はプレジャーボート・小型

船用港湾案内等を調べて浅所、暗岸などの危険物の位置を把握し

ておくこと。 



 

・浅所付近の海域を通航するに当たっては、浅所に近寄らないよう

に避険線を定めたり、危険海域をＧＰＳに設定したりしておくこ

と。 

・浅所付近の海域を通航する際は、船位を確認すること。 

 


